
○
厚
生
労
働
省
令
第
百
六
十
五
号 

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
九
十 

六
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に

関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。 

令
和
四
年
十
二
月
九
日 

厚
生
労
働
大
臣 

加
藤 

勝
信 

 
 
 

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴

う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令 

（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
九
十
九
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

目
次 

目
次 

第
一
章
・
第
二
章 

（
略
） 

第
一
章
・
第
二
章 

（
略
） 

第
三
章 
感
染
症
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
公
表
（
第
三
条
―
第
九
条
の

八
） 

第
三
章 

感
染
症
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
公
表
（
第
三
条
―
第
九
条
の

七
） 

第
四
章
～
第
十
二
章 

（
略
） 

第
四
章
～
第
十
二
章 

（
略
） 

附
則 

附
則 

 
 

（
感
染
症
の
発
生
の
状
況
及
び
動
向
の
把
握
） 

（
感
染
症
の
発
生
の
状
況
及
び
動
向
の
把
握
） 

第
七
条 

（
略
） 

第
七
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

法
第
十
四
条
第
八
項
の
届
出
は
、
直
ち
に
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

診
断
し
た
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
疑
似
症
の
患
者
の
症
状
が
二
類
感
染
症

、
三
類
感
染
症
、
四
類
感
染
症
又
は
五
類
感
染
症
の
患
者
の
症
状
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
な
場
合
は
、
当
該
届
出
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

（
新
設
） 

５ 

法
第
十
四
条
第
八
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。 

一 

法
第
十
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
感
染
症
の
患
者
又
は
当
該
感
染
症
に

よ
り
死
亡
し
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
患
者
等
」
と
い
う
。
）
の

氏
名
及
び
生
年
月
日 

二 

患
者
等
の
職
業
及
び
住
所 

三 

患
者
等
が
成
年
に
達
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
保
護
者
の

氏
名
及
び
住
所
（
保
護
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地
） 

四 

患
者
等
の
症
状 

五 

患
者
等
の
所
在
地 

六 

当
該
患
者
の
初
診
年
月
日
又
は
当
該
死
亡
し
た
者
の
検
案
年
月
日
及
び

死
亡
年
月
日 

（
新
設
） 



七 

診
断
又
は
検
案
し
た
医
師
の
住
所
（
病
院
又
は
診
療
所
で
診
療
に
従
事

し
て
い
る
医
師
に
あ
っ
て
は
、
当
該
病
院
又
は
診
療
所
の
名
称
及
び
所
在

地
）
及
び
氏
名 

八 

そ
の
他
感
染
症
の
ま
ん
延
の
防
止
及
び
当
該
患
者
の
医
療
の
た
め
に
必

要
と
認
め
る
事
項 

 
 

第
九
条
の
六 
（
略
） 

第
九
条
の
六 

（
略
） 

２ 

法
第
十
五
条
の
三
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
二
項
の
規
定
を
読
み
替

え
て
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
「
報
告

」
と
あ
る
の
は
「
通
知
」
と
、
「
連
絡
先
、
健
康
状
態
並
び
に
同
条
第
一
項

の
通
知
を
し
た
検
疫
所
長
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
「
連
絡
先
並
び
に
健
康
状

態
」
と
す
る
。 

（
新
設
） 

 
 

（
情
報
の
公
表
等
） 

 

第
九
条
の
八 

法
第
十
六
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
都

道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
る
情
報
と
す
る
。 

（
新
設
） 

 
 

（
経
過
の
報
告
） 

（
経
過
の
報
告
） 

第
二
十
三
条
の
八 

法
第
四
十
四
条
の
六
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
報
告
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
求
め
に

応
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
三
条
の
八 

法
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
報
告
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
求
め
に

応
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
新
感
染
症
に
係
る
検
査
及
び
報
告
） 

第
二
十
三
条
の
九 

第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
四
条
の
十
一

第
五
項
の
検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

２ 

第
十
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
四
条
の
十
一
第

六
項
の
報
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
新
感
染
症
に
係
る
検
査
及
び
報
告
） 

第
二
十
三
条
の
九 

第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
四
条
の
七
第

五
項
の
検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

２ 
第
十
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
四
条
の
七
第
六

項
の
報
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 
 

（
新
感
染
症
に
係
る
検
体
の
採
取
を
行
う
場
合
の
通
知
事
項
） 

第
二
十
三
条
の
十 

第
十
条
の
規
定
は
、
法
第
四
十
四
条
の
十
一
第
九
項
及
び

（
新
感
染
症
に
係
る
検
体
の
採
取
を
行
う
場
合
の
通
知
事
項
） 

第
二
十
三
条
の
十 
第
十
条
の
規
定
は
、
法
第
四
十
四
条
の
七
第
九
項
及
び
第



第
十
項
に
お
い
て
法
第
十
六
条
の
三
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
を
準
用
す

る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

十
項
に
お
い
て
法
第
十
六
条
の
三
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
を
準
用
す
る

場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 
 

（
新
感
染
症
に
係
る
検
体
の
採
取
等
） 

第
二
十
四
条 

第
十
条
の
規
定
は
、
法
第
四
十
四
条
の
十
一
第
十
項
及
び
第
四

十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
法
第
十
六
条
の
三
第
五
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場

合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
新
感
染
症
に
係
る
検
体
の
採
取
等
） 

第
二
十
四
条 

第
十
条
の
規
定
は
、
法
第
四
十
四
条
の
七
第
十
項
及
び
第
四
十

五
条
第
三
項
に
お
い
て
法
第
十
六
条
の
三
第
五
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合

に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 
 

 



 

別
記
様
式
第
一
（
裏
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

 
(
裏

面
) 

 (感染症の発生の状況、動向及び原因の調査) 

第十五条 都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、

動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に一類

感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型イン

フルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者、新感染

症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその

死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさ

せることができる。 

２ 厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊

急の必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感

染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、

疑似症患者若しくは無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症

を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者

その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。 

３ 都道府県知事は、必要があると認めるときは、第一項の規定による必要な調

査として当該職員に次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める検体若しくは

感染症の病原体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべ

きことを求めさせ、又は第一号から第三号までに掲げる者の保護者(親権を行

う者又は後見人をいう。以下同じ。)に対し当該各号に定める検体を提出し、

若しくは当該各号に掲げる者に当該職員による当該検体の採取に応じさせるべ

きことを求めさせることができる。 
 一～十二 (略) 

４・５ (略) 

６ 第三項の規定は、第二項の規定による必要な調査について準用する。 

７ 第一項又は第二項の規定により質問を受け、又は必要な調査を求められた者

(次項に規定する特定患者等を除く。)は、当該質問又は必要な調査に協力する

よう努めなければならない。 

８ 都道府県知事又は厚生労働大臣は、一類感染症、二類感染症若しくは新型イ

ンフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見がある者(以下この項におい

て「特定患者等」という。)が第一項又は第二項の規定による当該職員の質問

又は必要な調査に対して正当な理由がなく協力しない場合において、感染症の

発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、そ

の特定患者等に対し、当該質問又は必要な調査(第三項(第六項において準用さ

れる場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合

(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含

む。)及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合(同条

第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。)を

含む。)の規定による求めを除く。)に応ずべきことを命ずることができる。 

９ 前項の命令は、感染症を公衆にまん延させるおそれ、感染症にかかった場合

の病状の程度その他の事情に照らして、感染症の発生を予防し、又はそのまん

延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。 
 都道府県知事又は厚生労働大臣は、第八項の命令をする場合には、同時に、

当該命令を受ける者に対し、当該命令をする理由その他の厚生労働省令で定め

る事項を書面により通知しなければならない。ただし、当該事項を書面により

通知しないで命令をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。 
 都道府県知事又は厚生労働大臣は、前項ただし書の場合においては、第八項

の命令の後相当の期間内に、当該命令を受けた者に対し、前項の理由その他の

厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 
 第一項及び第二項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者

の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

～ (略) 
 都道府県知事は、第一項の規定による質問又は必要な調査を実施するため特

に必要があると認めるときは、他の都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、感

染症の治療の方法の研究、病原体等の検査その他の感染症に関する試験研究又

は検査を行う機関(以下「感染症試験研究等機関」という。)の職員の派遣その

他の必要な協力を求めることができる。 
 第十二項の規定は、前項の規定により派遣された職員について準用する。 
 第十二項の証明書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

(注意) 
 一 この証票の取扱いに注意し、破り、汚し、又は失ったときは直ちに厚生労

働大臣(都道府県知事、市長又は特別区長)に届け出ること。 
 二 当該職員でなくなったときは、厚生労働大臣(都道府県知事、市長又は特

別区長)に返還すること。 



 

（
予
防
接
種
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

予
防
接
種
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

（
予
防
接
種
の
対
象
者
か
ら
除
か
れ
る
者
） 

第
二
条 

予
防
接
種
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
九
十
七
号
。
以
下

「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一
～
八 
（
略
） 

九 

肺
炎
球
菌
感
染
症
（
高
齢
者
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
予
防

接
種
の
対
象
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
疾
病
に
係
る
定
期
の
予
防
接
種
を
受

け
た
こ
と
の
あ
る
者 

十 

（
略
） 

（
予
防
接
種
の
対
象
者
か
ら
除
か
れ
る
者
） 

第
二
条 

予
防
接
種
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
九
十
七
号
。
以
下

「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
三
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一
～
八 

（
略
） 

九 

肺
炎
球
菌
感
染
症
（
高
齢
者
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
予
防

接
種
の
対
象
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
疾
病
に
係
る
法
第
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
者 

十 

（
略
） 

 
 

（
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
予
防
接
種
の
対
象
者
） 

第
二
条
の
二 

令
第
三
条
第
一
項
の
表
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
項
に
規
定
す

る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
ワ
ク
チ
ン
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
ワ
ク

チ
ン
と
し
、
同
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
ワ
ク

チ
ン
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
日
と
す
る
。 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
予
防
接
種
の
対
象
者
） 

第
二
条
の
二 

令
第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
項
に
規

定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
ワ
ク
チ
ン
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

ワ
ク
チ
ン
と
し
、
同
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
は
、
同
欄
に
掲
げ
る

ワ
ク
チ
ン
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
日
と
す
る
。 

（
略
） 

（
略
） 

 

 
 

（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
の
対
象
者
） 

第
二
条
の
三 

令
第
三
条
第
一
項
の
表
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
項
第
二
号
に
規
定

す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
心
臓
、
腎
臓
又
は
呼
吸
器
の
機
能
に

自
己
の
身
辺
の
日
常
生
活
活
動
が
極
度
に
制
限
さ
れ
る
程
度
の
障
害
を
有
す

る
者
及
び
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
り
免
疫
の
機
能
に
日
常
生
活
が
ほ

と
ん
ど
不
可
能
な
程
度
の
障
害
を
有
す
る
者
と
す
る
。 

（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
の
対
象
者
） 

第
二
条
の
三 

令
第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
項
第
二
号
に

規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
心
臓
、
腎
臓
又
は
呼
吸
器
の
機

能
に
自
己
の
身
辺
の
日
常
生
活
活
動
が
極
度
に
制
限
さ
れ
る
程
度
の
障
害
を

有
す
る
者
及
び
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
り
免
疫
の
機
能
に
日
常
生
活

が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
程
度
の
障
害
を
有
す
る
者
と
す
る
。 

 
 

（
高
齢
者
の
肺
炎
球
菌
感
染
症
の
予
防
接
種
の
対
象
者
） 

第
二
条
の
四 

令
第
三
条
第
一
項
の
表
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
高
齢
者
が
か
か
る

も
の
に
限
る
。
）
の
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は

、
心
臓
、
腎
臓
又
は
呼
吸
器
の
機
能
に
自
己
の
身
辺
の
日
常
生
活
活
動
が
極

度
に
制
限
さ
れ
る
程
度
の
障
害
を
有
す
る
者
及
び
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス

（
高
齢
者
の
肺
炎
球
菌
感
染
症
の
予
防
接
種
の
対
象
者
） 

第
二
条
の
四 

令
第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
高
齢
者
が
か

か
る
も
の
に
限
る
。
）
の
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

者
は
、
心
臓
、
腎
臓
又
は
呼
吸
器
の
機
能
に
自
己
の
身
辺
の
日
常
生
活
活
動

が
極
度
に
制
限
さ
れ
る
程
度
の
障
害
を
有
す
る
者
及
び
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ



 

に
よ
り
免
疫
の
機
能
に
日
常
生
活
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
程
度
の
障
害
を
有

す
る
者
と
す
る
。 

ル
ス
に
よ
り
免
疫
の
機
能
に
日
常
生
活
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
程
度
の
障
害

を
有
す
る
者
と
す
る
。 

 
 

（
長
期
に
わ
た
り
療
養
を
必
要
と
す
る
疾
病
） 

第
二
条
の
五 

令
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
三 
（
略
） 

（
長
期
に
わ
た
り
療
養
を
必
要
と
す
る
疾
病
） 

第
二
条
の
五 

令
第
一
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

 
 

（
特
別
の
事
情
） 

第
二
条
の
六 

令
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別

の
事
情
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

前
条
に
規
定
す
る
疾
病
に
か
か
っ
た
こ
と
（
こ
れ
に
よ
り
や
む
を
得
ず

定
期
の
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
限
る
。
） 

 

二 

臓
器
の
移
植
術
（
臓
器
の
移
植
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
百

四
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
移
植
術
を
い
う
。
）
を
受
け
た
後
、
免
疫
の

機
能
を
抑
制
す
る
治
療
を
受
け
た
こ
と
（
こ
れ
に
よ
り
や
む
を
得
ず
定
期

の
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
限
る
。
） 

 

三 

（
略
） 

四 

災
害
、
令
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
疾
病
に
係
る
ワ
ク
チ
ン
の

大
幅
な
供
給
不
足
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
事
由
が
発
生
し
た
こ
と
（
こ
れ

に
よ
り
や
む
を
得
ず
定
期
の
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

場
合
に
限
る
。
） 

（
特
別
の
事
情
） 

第
二
条
の
六 

令
第
一
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

特
別
の
事
情
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

前
条
に
規
定
す
る
疾
病
に
か
か
っ
た
こ
と
（
こ
れ
に
よ
り
や
む
を
得
ず

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
場
合
に
限
る
。
） 

二 

臓
器
の
移
植
術
（
臓
器
の
移
植
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
百

四
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
移
植
術
を
い
う
。
）
を
受
け
た
後
、
免
疫
の

機
能
を
抑
制
す
る
治
療
を
受
け
た
こ
と
（
こ
れ
に
よ
り
や
む
を
得
ず
法
第

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

場
合
に
限
る
。
） 

三 

（
略
） 

四 

災
害
、
令
第
一
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
疾
病
に
係
る
ワ
ク
チ

ン
の
大
幅
な
供
給
不
足
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
事
由
が
発
生
し
た
こ
と
（

こ
れ
に
よ
り
や
む
を
得
ず
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
限
る
。
） 

 
 

（
特
定
疾
病
） 

第
二
条
の
七 

令
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
定

疾
病
は
、
ジ
フ
テ
リ
ア
、
百
日
せ
き
、
急
性
灰
白
髄
炎
、
破
傷
風
、
結
核
、

Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
及
び
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
小
児
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。
）

と
し
、
同
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
年
齢
は
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
特
定
疾
病
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢
と

す
る
。 

（
特
定
疾
病
） 

第
二
条
の
七 

令
第
一
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

特
定
疾
病
は
、
ジ
フ
テ
リ
ア
、
百
日
せ
き
、
急
性
灰
白
髄
炎
、
破
傷
風
、
結

核
、
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
及
び
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
小
児
が
か
か
る
も
の
に
限

る
。
）
と
し
、
同
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
年
齢
は
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
疾
病
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

年
齢
と
す
る
。 



 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

 

 
 

（
予
防
接
種
に
関
す
る
記
録
） 

第
三
条 

市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
定
期
の
予
防
接
種
等
を
行
っ
た

と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
当
該
定
期
の
予
防
接

種
等
に
関
す
る
記
録
を
作
成
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
当
該
定
期
の
予
防
接
種
等

を
行
っ
た
と
き
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

予
防
接
種
を
受
け
た
者
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
住
所 

二 

予
防
接
種
を
行
っ
た
年
月
日 

三 

（
略
） 

四 

予
防
接
種
を
行
っ
た
医
師
の
氏
名 

 

五
～
八 

（
略
） 

（
予
防
接
種
に
関
す
る
記
録
） 

第
二
条
の
八 

令
第
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

  

（
新
設
） 

（
新
設
） 

一 

（
略
） 

二 

令
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
を
医
師
に
よ
り
行
う
場
合

に
あ
っ
て
は
、
当
該
医
師
の
氏
名 

三
～
六 

（
略
） 

２ 

市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
定
期
の
予
防
接
種
等
を
受
け
た
者
か

ら
前
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
記
録
の
開
示
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、

正
当
な
理
由
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

３ 

前
二
項
（
第
一
項
第
四
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
法
第
九
条
の
三
後
段

の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
定
期
の

予
防
接
種
等
を
行
っ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
定
期
の
予
防
接
種
等
に
相
当

す
る
予
防
接
種
を
受
け
た
者
又
は
当
該
定
期
の
予
防
接
種
等
に
相
当
す
る
予

防
接
種
を
行
っ
た
者
か
ら
当
該
定
期
の
予
防
接
種
等
に
相
当
す
る
予
防
接
種

に
関
す
る
証
明
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
又
は
そ
の
内
容
を
記
録
し
た
電
磁

的
記
録
（
電
磁
的
方
式
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に

よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
を
い
う
。
）
で
作
ら
れ
る
記
録

を
い
う
。
）
の
提
供
を
受
け
た
と
き
」
と
、
「
当
該
定
期
の
予
防
接
種
等
に

関
す
る
記
録
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
定
期
の
予
防
接
種
等
に
相
当
す
る
予
防

接
種
に
関
す
る
記
録
」
と
、
前
項
中
「
定
期
の
予
防
接
種
等
を
受
け
た
者
」

と
あ
る
の
は
「
定
期
の
予
防
接
種
等
に
相
当
す
る
予
防
接
種
を
受
け
た
者
」

と
す
る
。 

（
新
設
） 

 
 

 

（
削
る
） 

（
市
町
村
長
の
報
告
） 

第
三
条 

令
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
予
防
接
種
を
受
け
た
者
の
数
を



 

、
疾
病
別
並
び
に
定
期
臨
時
の
別
及
び
定
期
に
つ
い
て
は
そ
の
定
期
別
に
計

算
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
予
防
接
種
済
証
の
様
式
） 

第
四
条 

定
期
の
予
防
接
種
を
行
っ
た
者
は
、
当
該
定
期
の
予
防
接
種
を
受
け

た
者
に
対
し
て
、
予
防
接
種
済
証
（
様
式
第
一
号
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す

る
。 

（
予
防
接
種
済
証
の
様
式
） 

第
四
条 

法
第
五
条
第
一
項
又
は
法
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
予
防
接
種
を
行
っ
た
者
は
、
予
防
接
種
を
受
け
た
者
に
対
し
て
、
予

防
接
種
済
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

臨
時
の
予
防
接
種
を
行
っ
た
者
は
、
当
該
臨
時
の
予
防
接
種
を
受
け
た
者

に
対
し
て
、
そ
の
求
め
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
予
防
接
種
済
証
（
様
式
第

二
号
）
を
交
付
す
る
も
の
と
し
、
当
該
臨
時
の
予
防
接
種
を
受
け
た
者
で
あ

っ
て
、
海
外
渡
航
そ
の
他
の
事
情
を
有
す
る
も
の
か
ら
求
め
が
あ
っ
た
と
き

は
、
予
防
接
種
済
証
（
様
式
第
二
号
）
の
ほ
か
に
、
予
防
接
種
済
証
（
様
式

第
三
号
）
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
予
防
接
種
済
証
の
様
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
予
防
接
種
の
種

類
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
と
す
る
。 

一 

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種 

様
式
第
一 

二 

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種 

様
式
第
二 

３ 

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
九
条
の
三
後
段
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
定
期
の
予
防
接
種
を
行
っ
た
者
」

と
あ
る
の
は
「
定
期
の
予
防
接
種
に
相
当
す
る
予
防
接
種
を
受
け
た
者
又
は

当
該
定
期
の
予
防
接
種
に
相
当
す
る
予
防
接
種
を
行
っ
た
者
か
ら
当
該
定
期

の
予
防
接
種
に
相
当
す
る
予
防
接
種
に
関
す
る
証
明
書
の
提
出
を
受
け
た
者

又
は
そ
の
内
容
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
電
磁
的
方
式
（
電
子
的
方
式
、

磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方

式
を
い
う
。
）
で
作
ら
れ
る
記
録
を
い
う
。
）
の
提
供
を
受
け
た
者
」
と
、

「
定
期
の
予
防
接
種
を
受
け
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
定
期
の
予
防
接
種
に
相

当
す
る
予
防
接
種
を
受
け
た
者
」
と
、
第
二
項
中
「
臨
時
の
予
防
接
種
を
行

っ
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
臨
時
の
予
防
接
種
に
相
当
す
る
予
防
接
種
を
受
け

た
者
又
は
当
該
臨
時
の
予
防
接
種
に
相
当
す
る
予
防
接
種
を
行
っ
た
者
か
ら

当
該
臨
時
の
予
防
接
種
に
相
当
す
る
予
防
接
種
に
関
す
る
証
明
書
の
提
出
を

受
け
た
者
又
は
そ
の
内
容
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
の
提
供
を
受
け
た
者
」

と
、
「
臨
時
の
予
防
接
種
を
受
け
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
臨
時
の
予
防
接
種

に
相
当
す
る
予
防
接
種
を
受
け
た
者
」
と
す
る
。 

（
新
設
） 

４ 

母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
母
子
健
康
手
帳
に
係
る
乳
児
又
は
幼
児
に
つ
い
て

は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
済
証
（
様
式
第
一
号
）
又
は
第
二
項

３ 

母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
母
子
健
康
手
帳
に
係
る
乳
児
又
は
幼
児
に
つ
い
て

は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種
済
証
の
交
付
に
代
え
て
、
母
子
健
康
手



 

の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
済
証
（
様
式
第
二
号
）
の
交
付
に
代
え
て
、
母
子

健
康
手
帳
に
証
明
す
べ
き
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

帳
に
証
明
す
べ
き
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
厚
生
労
働
大
臣
へ
の
報
告
） 

第
六
条 

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

事
項
に
つ
い
て
速
や
か
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

予
防
接
種
を
受
け
た
者
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
、
接
種
時
の
年
齢

及
び
住
所 

二 

（
略
） 

三 

第
一
号
に
掲
げ
る
者
が
報
告
に
係
る
予
防
接
種
を
受
け
た
期
日
及
び
場

所 

四
～
六 

（
略
） 

（
厚
生
労
働
大
臣
へ
の
報
告
） 

第
六
条 

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

事
項
に
つ
い
て
速
や
か
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

被
接
種
者
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
、
接
種
時
の
年
齢
及
び
住
所 

 

二 

（
略
） 

三 

被
接
種
者
が
報
告
に
係
る
予
防
接
種
を
受
け
た
期
日
及
び
場
所 

 

四
～
六 

（
略
） 

 
 

（
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
へ
の
報
告
） 

第
七
条
の
二 

法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
事
項
に
つ
い
て
速
や
か
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

予
防
接
種
を
受
け
た
者
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
、
接
種
時
の
年
齢

及
び
住
所 

二 

（
略
） 

三 

第
一
号
に
掲
げ
る
者
が
報
告
に
係
る
予
防
接
種
を
受
け
た
期
日
及
び
場

所 

四
～
六 

（
略
） 

（
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
へ
の
報
告
） 

第
七
条
の
二 

法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
事
項
に
つ
い
て
速
や
か
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

被
接
種
者
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
、
接
種
時
の
年
齢
及
び
住
所 

 

二 

（
略
） 

三 

被
接
種
者
が
報
告
に
係
る
予
防
接
種
を
受
け
た
期
日
及
び
場
所 

 

四
～
六 

（
略
） 

 
 

（
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
に
よ
る
情
報
の
整
理
に
係
る 

情
報
の
提
供
） 

第
七
条
の
三 

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
独
立
行

政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
に
法
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
情

報
の
整
理
を
行
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
に
よ
り
ワ
ク
チ
ン
製

造
販
売
業
者
（
同
項
に
規
定
す
る
ワ
ク
チ
ン
製
造
販
売
業
者
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
調
査
を
実
施

す
る
た
め
必
要
な
協
力
を
求
め
る
と
き
は
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機

器
総
合
機
構
は
、
当
該
調
査
を
行
う
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
ワ
ク
チ

（
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
に
よ
る
情
報
の
整
理
に
係
る 

情
報
の
提
供
） 

第
七
条
の
三 

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
独
立
行

政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
に
法
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
情

報
の
整
理
を
行
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
に
よ
り
ワ
ク
チ
ン
製

造
販
売
業
者
（
同
項
に
規
定
す
る
ワ
ク
チ
ン
製
造
販
売
業
者
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
調
査
を
実
施

す
る
た
め
必
要
な
協
力
を
求
め
る
と
き
は
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機

器
総
合
機
構
は
、
当
該
調
査
を
行
う
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
ワ
ク
チ



 

ン
製
造
販
売
業
者
に
対
し
、
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
さ
れ

た
情
報
（
予
防
接
種
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
を
除
く
。
）
を
提

供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ン
製
造
販
売
業
者
に
対
し
、
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
さ
れ

た
情
報
（
被
接
種
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
を
除
く
。
）
を
提
供
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

 
 

附 

則 

附 

則 

 
 

第
十
六
条 
令
第
三
条
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
二
条

中
「
五 

麻
し
ん
及
び
風
し
ん
に
係
る
予
防
接
種
の
対
象
者
に
あ
っ
て
は
、 

妊
娠
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
者
」
と
あ
る
の
は
、 

「
五 

麻
し
ん
及
び  

五
の
二 

風
し
ん 

風
し
ん
に
係
る
予
防
接
種
の
対
象
者
に
あ
っ
て
は
、
妊
娠
し
て
い
る
こ
と
が 

に
係
る
予
防
接
種
の
対
象
者
（
令
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
読
替
え
後
の 

明
ら
か
な
者 

令
第
三
条
第
一
項
風
し
ん
の
項
第
三
号
に
規
定
す
る
者
に
限
る
。
）
に
あ
っ 

 
 

て
は
、
風
し
ん
に
係
る
抗
体
検
査
を
受
け
た
結
果
、
十
分
な
量
の
風
し
ん
の 

 
 

抗
体
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
当
該
予
防
接
種
を
行
う
必
要
が
な
い
と
認
め 

 

と
、
同
条
第
十
号
中
「
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
と
あ
る
の  

ら
れ
る
者
」 

は
、
「
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
（
第
五
号
の
二
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。 

 

第
十
六
条 

令
第
一
条
の
三
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第

二
条
中
「
五 

麻
し
ん
及
び
風
し
ん
に
係
る
予
防
接
種
の
対
象
者
に
あ
っ
て 

は
、
妊
娠
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
者
」
と
あ
る
の
は
、 

「
五 

麻
し
ん  

五
の
二 

風

及
び
風
し
ん
に
係
る
予
防
接
種
の
対
象
者
に
あ
っ
て
は
、
妊
娠
し
て
い
る
こ 

し
ん
に
係
る
予
防
接
種
の
対
象
者
（
令
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
読
替
え 

と
が
明
ら
か
な
者 

後
の
令
第
一
条
の
三
第
一
項
風
し
ん
の
項
第
三
号
に
規
定
す
る
者
に
限 

 
 

る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
風
し
ん
に
係
る
抗
体
検
査
を
受
け
た
結
果
、
十
分
な 

 
 

量
の
風
し
ん
の
抗
体
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
当
該
予
防
接
種
を
行
う
必
要 

 

と
、
同
条
第
十
号
中
「
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま  

が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
」 

で
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
（
第
五
号
の
二
を
除
く
。 

）
」
と
す
る
。 

 

 
 

（
削
る
） 

第
十
七
条 

法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
ワ

ク
チ
ン
は
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
修
飾
ウ
リ
ジ
ン
Ｒ
Ｎ
Ａ
ワ
ク
チ
ン
（
Ｓ
Ａ
Ｒ

Ｓ
―
Ｃ
ｏ
Ｖ
―
２
）
及
び
組
換
え
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
―
Ｃ
ｏ
Ｖ

―
２
）
ワ
ク
チ
ン
と
す
る
。 

 
 



 

（
削
る
） 

第
十
八
条 

法
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
（
第
二
十
六
条
及
び
第

二
十
七
条
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
条
第

二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
の
予
防
接
種
済
証
に
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関

に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も

の
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
予
防
接
種
に
関
す
る
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

被
接
種
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所 

二 

接
種
回
数 

三 

被
接
種
者
が
予
防
接
種
を
受
け
た
期
日 

四 

予
防
接
種
に
使
用
さ
れ
た
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
販
売
業
者
の
名
称 

五 

接
種
液
の
製
造
番
号
そ
の
他
当
該
接
種
液
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る

事
項 

 
 

（
削
る
） 

第
十
八
条
の
二 

法
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
を
行
っ
た

者
は
、
当
該
予
防
接
種
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
第
四
条
第
一
項
の
予
防
接

種
済
証
と
は
別
に
当
該
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
予
防
接
種
証
明
書
」
と
い
う
。
）
を
求
め
る
も
の
に
対
し

て
、
こ
れ
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
予
防
接
種
証
明
書
の
様
式
は
、
様
式
第
三
と
す
る
。 

３ 

予
防
接
種
証
明
書
の
交
付
は
、
第
一
項
の
予
防
接
種
を
行
っ
た
者
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
と
当
該
予
防
接
種
証
明
書
を
求
め
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
予
防
接
種
証
明
書
に
は
、
前
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
語
又
は
英
語
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 
被
接
種
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
そ
の
他
予
防
接
種
証
明
書
の
利
用
に

関
し
必
要
な
事
項 

二 

接
種
回
数 

三 

被
接
種
者
が
予
防
接
種
を
受
け
た
期
日
及
び
国 



 

四 

予
防
接
種
に
使
用
さ
れ
た
ワ
ク
チ
ン
の
種
類
及
び
製
造
販
売
業
者
の
名

称 

五 

接
種
液
の
製
造
番
号
そ
の
他
当
該
接
種
液
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る

事
項 

六 

予
防
接
種
証
明
書
の
発
行
者
、
識
別
番
号
及
び
発
行
年
月
日 

 
 

（
削
る
） 

第
十
九
条 

法
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
法
第
十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
症
状
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
接
種
か
ら
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
内

に
確
認
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。 

症 

状 

期 

間 

ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー 

四
時
間 

血
栓
症
（
血
栓
塞
栓
症
を
含
む
。
）
（

血
小
板
減
少
症
を
伴
う
も
の
に
限

る
。
） 

二
十
八
日 

心
筋
炎 

二
十
八
日 

心
膜
炎 

二
十
八
日 

熱
性
け
い
れ
ん 

七
日 

そ
の
他
医
師
が
予
防
接
種
と
の
関
連
性

が
高
い
と
認
め
る
症
状
で
あ
っ
て
、
入

院
治
療
を
必
要
と
す
る
も
の
、
死
亡
、

身
体
の
機
能
の
障
害
に
至
る
も
の
又
は

死
亡
若
し
く
は
身
体
の
機
能
の
障
害
に

至
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の 

予
防
接
種
と
の
関
連
性
が

高
い
と
医
師
が
認
め
る
期

間 

 

 
 



 

様
式
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 



 様
式
第
一
号
（
第
四
条
第
一
項
関
係
）
 

 

 N
o
.
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
予
防
接
種
済
証
(
第
 

期
)(
定
期
)
 

  

住
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
 
 
月
 
 
日
生
 
 

 
 

回
数
 

ワ
ク
チ
ン

の
種
類
 

予
防
接
種
を
行
っ
た
年
月
日
 

メ
ー
カ
ー
／
ロ
ッ
ト
 

備
考
 

 
 

第
 
 
回
 

 
 

年
 
 
月
 
 
日
 

 
 

 
 

第
 
 
回
 

 
 

年
 
 
月
 
 
日
 

 
 

 
 

第
 
 
回
 

 
 

年
 
 
月
 
 
日
 

 
 

 
 

第
 
 
回
 

 
 

年
 
 
月
 
 
日
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
年
 
 
月

 
 
日
 

 

都
道
府
県
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
区
町
村
長
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印
 
 

 備
考
 
不
要
の
文
字
は
抹
消
し
て
用
い
る
こ

と
 



 

様
式
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 様
式
第
二
号
（
第
四
条
第
二
項
関
係
）
 

 

 N
o
.
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
予
防
接
種
済
証
(
第
 

期
)(
臨
時
)
 

  

住
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
 
 
月
 
 
日
生
 
 

 
 

回
数
 

ワ
ク
チ
ン

の
種
類
 

予
防
接
種
を
行
っ
た
年
月
日
 

メ
ー
カ
ー
／
ロ
ッ
ト
 

備
考
 

 
 

第
 
 
回
 

 
 

年
 
 
月
 
 
日
 

 
 

 
 

第
 
 
回
 

 
 

年
 
 
月
 
 
日
 

 
 

 
 

第
 
 
回
 

 
 

年
 
 
月
 
 
日
 

 
 

 
 

第
 
 
回
 

 
 

年
 
 
月
 
 
日
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
年
 
 
月

 
 
日
 

 

都
道
府
県
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

知
事
又
は
市
区
町
村
長
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印
 
 

 備
考
 
不
要
の
文
字
は
抹
消
し
て
用
い
る
こ

と
 



 

様
式
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

様式第三号（第四条第二項関係）  

 備考 不要の文字は抹消して用いること

 
           予防接種済証 

Vaccination Certificate of      
 
姓（旧姓）（別姓） 名（別名） 

[Surname（Former surname）（Alternative surname） Given name（Alternative given name）]  

 

 

生年月日 [Date of Birth]（YYYY-MM-DD） 

  

  

国籍・地域 [Nationality/Region] 

  

  

旅券番号[Passport Number] 

  
  

接種回 

[Dose 

Number] 

接種年月日  

[Vaccination  

Date] 

（YYYY-MM-DD） 

ワクチンの種類 

[Vaccine Type] 

メーカー 

[Manufacturer] 

製品名 

[Product Name] 

製造番号 
[Lot Number] 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
証明書発行者[Certificate Issuance Authority]  

 

 

日本国厚生労働大臣 

[Minister of Health,Labour and Welfare,Government of Japan ] 

 

証明書ID [Certificate Identifier] 

 

 

 



 

 

（
予
防
接
種
実
施
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

予
防
接
種
実
施
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

（
母
子
健
康
手
帳
の
提
示
） 

第
五
条 

定
期
の
予
防
接
種
等
を
行
う
者
は
、
そ
の
対
象
者
が
母
子
保
健
法
（

昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付

さ
れ
た
母
子
健
康
手
帳
に
係
る
乳
児
又
は
幼
児
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
予

防
接
種
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
保
護
者
に
対
し
、
母
子
健
康
手
帳
の

提
示
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
母
子
健
康
手
帳
の
提
示
） 

第
五
条 

法
第
五
条
第
一
項
又
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
予
防
接
種
を
行
う
者
は
、
そ
の
対
象
者
が
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年

法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
母
子

健
康
手
帳
に
係
る
乳
児
又
は
幼
児
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
予
防
接
種
を
行

う
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
保
護
者
に
対
し
、
母
子
健
康
手
帳
の
提
示
を
求
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
接
種
の
方
法
） 

第
十
七
条 

（
略
） 

（
接
種
の
方
法
） 

第
十
七
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

予
防
接
種
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
九
十
七
号
。
以
下
「
令

」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染

症
の
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
、
Ｈ
ｉ
ｂ
感

染
症
に
係
る
法
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
と
さ
れ
た
者
に
つ
い
て

は
、
初
回
接
種
の
開
始
時
に
生
後
十
二
月
に
至
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
生
後
六

十
月
に
至
る
ま
で
の
間
に
あ
る
者
と
み
な
し
、
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す

る
。 

３ 

予
防
接
種
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
九
十
七
号
。
以
下
「
令

」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
Ｈ
ｉ
ｂ

感
染
症
の
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
、
Ｈ
ｉ

ｂ
感
染
症
に
係
る
法
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
と
さ
れ
た
者
に
つ

い
て
は
、
初
回
接
種
の
開
始
時
に
生
後
十
二
月
に
至
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
生

後
六
十
月
に
至
る
ま
で
の
間
に
あ
る
者
と
み
な
し
、
第
一
項
の
規
定
を
適
用

す
る
。 

 
 

（
接
種
の
方
法
） 

第
十
八
条 

（
略
） 

（
接
種
の
方
法
） 

第
十
八
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

令
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
小

児
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。
）
の
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
と
認
め
ら
れ
、
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
小
児
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。
）
に

係
る
法
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
と
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
初

回
接
種
の
開
始
時
に
生
後
二
十
四
月
に
至
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
生
後
六
十
月

に
至
る
ま
で
の
間
に
あ
る
者
と
み
な
し
、
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

３ 

令
第
一
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
肺
炎
球
菌
感
染
症

（
小
児
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。
）
の
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
と
認
め
ら
れ
、
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
小
児
が
か
か
る
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
法
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
と
さ
れ
た
者
に
つ
い

て
は
、
初
回
接
種
の
開
始
時
に
生
後
二
十
四
月
に
至
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
生

後
六
十
月
に
至
る
ま
で
の
間
に
あ
る
者
と
み
な
し
、
第
一
項
の
規
定
を
適
用

す
る
。 



 

 
 

（
接
種
の
方
法
） 

第
二
十
一
条 

（
略
） 

（
接
種
の
方
法
） 

第
二
十
一
条 

（
略
） 

２ 
令
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
Ｂ
型
肝
炎
の
定
期
の
予

防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
、
Ｂ
型
肝
炎
に
係
る

法
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
と
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
対
象
者
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
方
法

で
予
防
接
種
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
略
） 

（
略
） 

 

２ 

令
第
一
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
Ｂ
型
肝
炎
の
定
期

の
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
、
Ｂ
型
肝
炎
に

係
る
法
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
と
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
対
象
者
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

方
法
で
予
防
接
種
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
略
） 

（
略
） 

 

 
 

 
 
 

附 

則 
 
 
 

附 

則 

 
 

（
日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
に
係
る
特
例
） 

第
二
条 

平
成
十
九
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
ま
で
の
間
に

生
ま
れ
た
者
で
あ
り
、
か
つ
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
日
本

脳
炎
の
第
一
期
の
予
防
接
種
の
う
ち
三
回
の
接
種
を
受
け
て
い
な
い
者
（
接

種
を
全
く
受
け
て
い
な
い
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
令
第
三
条
の
表
日
本
脳

炎
の
項
の
予
防
接
種
の
対
象
者
の
欄
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
も
の

が
、
六
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
残
り
の
接
種
を
受
け
た
と
き
は
、
第
十
四

条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
規
定
す
る
日
本
脳
炎
の
第
一
期
の
予
防

接
種
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。 

（
日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
に
係
る
特
例
） 

第
二
条 

平
成
十
九
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
ま
で
の
間
に

生
ま
れ
た
者
で
あ
り
、
か
つ
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
日
本

脳
炎
の
第
一
期
の
予
防
接
種
の
う
ち
三
回
の
接
種
を
受
け
て
い
な
い
者
（
接

種
を
全
く
受
け
て
い
な
い
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
令
第
一
条
の
三
の
表
日

本
脳
炎
の
項
の
予
防
接
種
の
対
象
者
の
欄
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る

も
の
が
、
六
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
残
り
の
接
種
を
受
け
た
と
き
は
、
第

十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
規
定
す
る
日
本
脳
炎
の
第
一
期
の

予
防
接
種
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。 

２ 

平
成
十
九
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
ま
で
の
間
に
生
ま

れ
た
者
で
あ
り
、
か
つ
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
日
本
脳
炎

の
第
一
期
の
予
防
接
種
を
全
く
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
っ
て
令
第
三
条
の
表

日
本
脳
炎
の
項
の
定
期
の
予
防
接
種
の
対
象
者
の
欄
第
二
号
に
規
定
す
る
も

の
が
、
第
十
四
条
の
例
に
よ
り
接
種
を
受
け
た
と
き
は
、
同
条
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
同
条
に
規
定
す
る
日
本
脳
炎
の
第
一
期
の
予
防
接
種
を
受
け
た

も
の
と
み
な
す
。 

２ 

平
成
十
九
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
ま
で
の
間
に
生
ま

れ
た
者
で
あ
り
、
か
つ
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
日
本
脳
炎

の
第
一
期
の
予
防
接
種
を
全
く
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
っ
て
令
第
一
条
の
三

の
表
日
本
脳
炎
の
項
の
定
期
の
予
防
接
種
の
対
象
者
の
欄
第
二
号
に
規
定
す

る
も
の
が
、
第
十
四
条
の
例
に
よ
り
接
種
を
受
け
た
と
き
は
、
同
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
規
定
す
る
日
本
脳
炎
の
第
一
期
の
予
防
接
種
を
受

け
た
も
の
と
み
な
す
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
十
四
条
に
規
定
す
る
日
本
脳
炎
の
第
一
期
の
予

防
接
種
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
令
第
三
条
の
表
日
本
脳

炎
の
予
防
接
種
の
対
象
者
の
欄
第
二
号
に
規
定
す
る
も
の
及
び
前
項
の
規
定

に
よ
り
第
十
四
条
に
規
定
す
る
日
本
脳
炎
の
第
一
期
の
予
防
接
種
を
受
け
た

も
の
と
み
な
さ
れ
た
者
に
係
る
第
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
十
四
条
に
規
定
す
る
日
本
脳
炎
の
第
一
期
の
予

防
接
種
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
令
第
一
条
の
三
の
表
日

本
脳
炎
の
予
防
接
種
の
対
象
者
の
欄
第
二
号
に
規
定
す
る
も
の
及
び
前
項
の

規
定
に
よ
り
第
十
四
条
に
規
定
す
る
日
本
脳
炎
の
第
一
期
の
予
防
接
種
を
受

け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者
に
係
る
第
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は



 

条
中
「
予
防
接
種
は
、
」
と
あ
る
の
は
「
予
防
接
種
は
、
前
条
第
二
項
に
規

定
す
る
日
本
脳
炎
の
第
一
期
の
予
防
接
種
の
追
加
接
種
終
了
後
六
日
以
上
の

間
隔
を
お
い
て
」
と
す
る
。 

、
同
条
中
「
予
防
接
種
は
、
」
と
あ
る
の
は
「
予
防
接
種
は
、
前
条
第
二
項

に
規
定
す
る
日
本
脳
炎
の
第
一
期
の
予
防
接
種
の
追
加
接
種
終
了
後
六
日
以

上
の
間
隔
を
お
い
て
」
と
す
る
。 

 
 

（
風
し
ん
の
第
五
期
予
防
接
種
） 

第
五
条 
令
附
則
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
令
第
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
風
し
ん
の
第
五
期
の
予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
風
し
ん
ワ

ク
チ
ン
又
は
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
風
し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注

射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。 

（
風
し
ん
の
第
五
期
予
防
接
種
） 

第
五
条 

令
附
則
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
令
第
一
条
の
三
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
風
し
ん
の
第
五
期
の
予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
風
し

ん
ワ
ク
チ
ン
又
は
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
風
し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下

に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。 

 
 

 

（
削
る
） 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予
防
接
種
に
関
す
る
特
例
） 

第
六
条 

法
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
（
第
二
十
六
条
及
び
第
二

十
七
条
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
七
条
に
規
定

す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世

界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に

報
告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に

係
る
予
防
接
種
に
相
当
す
る
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
者
で
当
該

予
防
接
種
を
行
う
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の 

二 

明
ら
か
な
発
熱
を
呈
し
て
い
る
者 

三 

重
篤
な
急
性
疾
患
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
者 

四 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予
防
接
種
の
接
種
液
の
成
分
に

よ
っ
て
ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
を
呈
し
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
者 

五 

第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
予
防
接
種
を
行
う
こ
と

が
不
適
当
な
状
態
に
あ
る
者 

 
 

 

（
削
る
） 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
予
防
接
種
の
初
回
接
種
） 

第
七
条 
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予
防
接
種
の
初
回
接
種
（
次

項
、
次
条
及
び
附
則
第
十
条
に
お
い
て
「
初
回
接
種
」
と
い
う
。
）
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

一
・
八
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
の
生
理
食
塩
液
で
希
釈
し
た
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス



 

修
飾
ウ
リ
ジ
ン
Ｒ
Ｎ
Ａ
ワ
ク
チ
ン
（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
―
Ｃ
ｏ
Ｖ
―
２
）
（
令
和

三
年
二
月
十
四
日
に
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全

性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
も
の
に
限

る
。
）
を
十
八
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
二
回
筋
肉
内
に
注
射
す
る
も
の

と
し
、
接
種
量
は
、
毎
回
〇
・
三
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
方
法 

二 

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
修
飾
ウ
リ
ジ
ン
Ｒ
Ｎ
Ａ
ワ
ク
チ
ン
（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
―
Ｃ

ｏ
Ｖ
―
２
）
（
令
和
三
年
五
月
二
十
一
日
に
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品

質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
の
承
認
を

受
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、
イ
ム
エ
ラ
ソ
メ
ラ
ン
及
び
ダ
ベ
ソ
メ
ラ
ン
を
含

ま
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
二
十
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
二
回
筋
肉
内

に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
毎
回
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す

る
方
法 

三 

一
・
三
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
の
生
理
食
塩
液
で
希
釈
し
た
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

修
飾
ウ
リ
ジ
ン
Ｒ
Ｎ
Ａ
ワ
ク
チ
ン
（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
―
Ｃ
ｏ
Ｖ
―
２
）
（
令
和

四
年
一
月
二
十
一
日
に
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
も
の
の
う
ち

、
最
初
に
当
該
承
認
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
を
十
八
日
以
上
の
間
隔

を
お
い
て
二
回
筋
肉
内
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
毎
回
〇
・

二
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
方
法 

四 

組
換
え
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
―
Ｃ
ｏ
Ｖ
―
２
）
ワ
ク
チ
ン
を

二
十
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
二
回
筋
肉
内
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接

種
量
は
、
毎
回
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
方
法 

五 

二
・
二
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
の
生
理
食
塩
液
で
希
釈
し
た
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

修
飾
ウ
リ
ジ
ン
Ｒ
Ｎ
Ａ
ワ
ク
チ
ン
（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
―
Ｃ
ｏ
Ｖ
―
２
）
（
令
和

四
年
十
月
五
日
に
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性

の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）

を
十
八
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
二
回
筋
肉
内
に
注
射
し
た
後
、
五
十
五

日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
一
回
筋
肉
内
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量

は
、
毎
回
〇
・
二
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
方
法 

 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予

防
接
種
（
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
期
追
加
接
種
、
附
則
第
九
条
第
一

項
に
規
定
す
る
第
二
期
追
加
接
種
及
び
附
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
令

和
四
年
秋
開
始
接
種
を
除
く
。
）
を
受
け
た
後
に
重
篤
な
副
反
応
を
呈
し
た



 

場
合
そ
の
他
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
以
外
の
方
法
で
接
種
を
行
う
必
要
が

あ
る
場
合
に
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
準
ず
る
方
法
で
あ
っ
て
、
接

種
回
数
、
接
種
間
隔
及
び
接
種
量
に
照
ら
し
て
適
切
な
方
法
に
よ
り
初
回
接

種
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

（
削
る
） 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
予
防
接
種
の
第
一
期
追
加
接
種
） 

第
八
条 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予
防
接
種
の
第
一
期
追
加
接

種
（
次
項
、
次
条
及
び
附
則
第
十
条
に
お
い
て
「
第
一
期
追
加
接
種
」
と
い

う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。 

一 

一
・
八
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
の
生
理
食
塩
液
で
希
釈
し
た
前
条
第
一
項
第
一

号
に
掲
げ
る
ワ
ク
チ
ン
を
初
回
接
種
の
終
了
後
三
月
以
上
の
間
隔
を
お
い

て
一
回
筋
肉
内
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
三
ミ
リ
リ
ッ

ト
ル
と
す
る
方
法 

二 

前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
ワ
ク
チ
ン
を
初
回
接
種
の
終
了
後
三
月

以
上
の
間
隔
を
お
い
て
一
回
筋
肉
内
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は

、
〇
・
二
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
方
法 

三 

前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
ワ
ク
チ
ン
を
初
回
接
種
の
終
了
後
五
月

以
上
の
間
隔
を
お
い
て
一
回
筋
肉
内
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は

、
〇
・
二
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
方
法 

 

２ 

第
一
期
追
加
接
種
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
に
係
る
注
射
で
あ
っ
て
、
前
条
第
一
項
各
号
の
注
射
に
相
当
す
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
当
該
注
射
を
初
回
接
種
と
み
な
す
。 

 
 

 

（
削
る
） 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
予
防
接
種
の
第
二
期
追
加
接
種
） 

第
九
条 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予
防
接
種
の
第
二
期
追
加
接

種
（
次
項
及
び
附
則
第
十
条
に
お
い
て
「
第
二
期
追
加
接
種
」
と
い
う
。
）

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 
一
・
八
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
の
生
理
食
塩
液
で
希
釈
し
た
附
則
第
七
条
第
一

項
第
一
号
に
掲
げ
る
ワ
ク
チ
ン
を
第
一
期
追
加
接
種
の
終
了
後
三
月
以
上

の
間
隔
を
お
い
て
一
回
筋
肉
内
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇

・
三
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
方
法 

二 

附
則
第
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
ワ
ク
チ
ン
を
第
一
期
追
加
接
種



 

の
終
了
後
三
月
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
一
回
筋
肉
内
に
注
射
す
る
も
の
と

し
、
接
種
量
は
、
〇
・
二
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
方
法 

２ 

第
二
期
追
加
接
種
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
に
係
る
注
射
で
あ
っ
て
、
前
条
第
一
項
各
号
の
注
射
に
相
当
す
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
当
該
注
射
を
第
一
期
追
加
接
種
と
み
な
す
。 

 
 

 

（
削
る
） 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
予
防
接
種
の
令
和
四
年
秋
開
始
接
種
） 

第
十
条 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予
防
接
種
の
令
和
四
年
秋
開

始
接
種
（
次
項
に
お
い
て
「
令
和
四
年
秋
開
始
接
種
」
と
い
う
。
）
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
修
飾
ウ
リ
ジ
ン
Ｒ
Ｎ
Ａ
ワ
ク
チ
ン
（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
―
Ｃ

ｏ
Ｖ
―
２
）
（
令
和
三
年
五
月
二
十
一
日
に
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品

質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
の
承
認
を

受
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、
エ
ラ
ソ
メ
ラ
ン
及
び
イ
ム
エ
ラ
ソ
メ
ラ
ン
を
含

む
も
の
又
は
エ
ラ
ソ
メ
ラ
ン
及
び
ダ
ベ
ソ
メ
ラ
ン
を
含
む
も
の
に
限

る
。
）
を
初
回
接
種
、
第
一
期
追
加
接
種
又
は
第
二
期
追
加
接
種
の
う
ち

、
被
接
種
者
が
最
後
に
受
け
た
も
の
の
終
了
後
三
月
以
上
の
間
隔
を
お
い

て
一
回
筋
肉
内
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ

ト
ル
と
す
る
方
法 

二 

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
修
飾
ウ
リ
ジ
ン
Ｒ
Ｎ
Ａ
ワ
ク
チ
ン
（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
―
Ｃ

ｏ
Ｖ
―
２
）
（
令
和
四
年
一
月
二
十
一
日
に
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品

質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
の
承
認
を

受
け
た
も
の
（
附
則
第
七
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

で
あ
っ
て
、
ト
ジ
ナ
メ
ラ
ン
及
び
リ
ル
ト
ジ
ナ
メ
ラ
ン
を
含
む
も
の
又
は

ト
ジ
ナ
メ
ラ
ン
及
び
フ
ァ
ム
ト
ジ
ナ
メ
ラ
ン
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
を

初
回
接
種
、
第
一
期
追
加
接
種
又
は
第
二
期
追
加
接
種
の
う
ち
、
被
接
種

者
が
最
後
に
受
け
た
も
の
の
終
了
後
三
月
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
一
回
筋

肉
内
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
三
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す

る
方
法 

三 

附
則
第
七
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
ワ
ク
チ
ン
を
初
回
接
種
、
第
一

期
追
加
接
種
又
は
第
二
期
追
加
接
種
の
う
ち
、
被
接
種
者
が
最
後
に
受
け

た
も
の
の
終
了
後
六
月
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
一
回
筋
肉
内
に
注
射
す
る

も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
方
法 



 

 

２ 

令
和
四
年
秋
開
始
接
種
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
に
係
る
注
射
で
あ
っ
て
、
附
則
第
七
条
第
一
項
各
号
の
注
射
に
相
当

す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
接
種
を
初
回
接
種
と
、
附
則
第
八
条
第
一
項

各
号
の
注
射
に
相
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
注
射
を
第
一
期
追
加
接

種
と
、
前
条
第
一
項
各
号
の
注
射
に
相
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
注

射
を
第
二
期
追
加
接
種
と
み
な
す
。 

 
 



 

（
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

第
一
条
の
十
四 

（
略
） 

第
一
条
の
十
四 

（
略
） 

２
～
６ 

（
略
） 

２
～
６ 

（
略
） 

７ 

法
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
号
に

規
定
す
る
医
療
の
提
供
を
行
う
期
間
（
六
月
以
内
の
期
間
に
限
る
。
）
に
係

る
場
合
に
限
る
。 

一 

都
道
府
県
知
事
が
、
都
道
府
県
医
療
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
法
第

三
十
条
の
七
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
医
療
の
提
供
の
推
進
の
た
め
に
必

要
な
診
療
所
そ
の
他
の
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
（
地
域
に
お
け
る
医
療

及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第

六
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
い

う
。
）
の
構
築
の
た
め
に
必
要
な
診
療
所
と
し
て
認
め
る
も
の
に
療
養
病

床
又
は
一
般
病
床
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
療
養
病
床
等
」
と
い
う
。

）
を
設
け
よ
う
と
す
る
と
き
。 

７ 

法
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
号
に

規
定
す
る
医
療
の
提
供
を
行
う
期
間
（
六
月
以
内
の
期
間
に
限
る
。
）
に
係

る
場
合
に
限
る
。 

一 

都
道
府
県
知
事
が
、
都
道
府
県
医
療
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
法
第

三
十
条
の
七
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
医
療
の
提
供
の
推
進
の
た
め
に
必

要
な
診
療
所
そ
の
他
の
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
（
地
域
に
お
け
る
医
療

及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第

六
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
い

う
。
）
の
構
築
の
た
め
に
必
要
な
診
療
所
と
し
て
認
め
る
も
の
に
療
養
病

床
又
は
一
般
病
床
を
設
け
よ
う
と
す
る
と
き
。 

二 

都
道
府
県
知
事
が
、
都
道
府
県
医
療
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
へ
き

地
の
医
療
、
小
児
医
療
、
周
産
期
医
療
、
救
急
医
療
そ
の
他
の
地
域
に
お

い
て
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
が
提
供
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
診
療
所
と
し

て
認
め
る
も
の
に
療
養
病
床
等
を
設
け
よ
う
と
す
る
と
き
。 

二 

都
道
府
県
知
事
が
、
都
道
府
県
医
療
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
へ
き

地
の
医
療
、
小
児
医
療
、
周
産
期
医
療
、
救
急
医
療
そ
の
他
の
地
域
に
お

い
て
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
が
提
供
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
診
療
所
と
し

て
認
め
る
も
の
に
療
養
病
床
又
は
一
般
病
床
を
設
け
よ
う
と
す
る
と
き
。 

三 

前
二
号
に
規
定
す
る
診
療
所
に
療
養
病
床
等
を
設
置
し
た
者
が
、
第
五

項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
療
養

病
床
等
の
病
床
数
を
増
加
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合

を
除
く
。
）
。 

三 

前
二
号
に
規
定
す
る
診
療
所
に
療
養
病
床
又
は
一
般
病
床
を
設
置
し
た

者
が
、
第
五
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お

い
て
、
療
養
病
床
又
は
一
般
病
床
の
病
床
数
を
増
加
さ
せ
よ
う
と
す
る
と

き
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
。 

四 

診
療
所
に
療
養
病
床
等
を
設
置
し
た
者
が
、
第
五
項
第
三
号
に
掲
げ
る

事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
療
養
病
床
等
の
病
床
数
を

減
少
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
又
は
療
養
病
床
等
に
係
る
病
室
の
病
床
数
を

変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
。 

四 
診
療
所
に
療
養
病
床
又
は
一
般
病
床
を
設
置
し
た
者
が
、
第
五
項
第
三

号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
療
養
病
床
若

し
く
は
一
般
病
床
の
病
床
数
を
減
少
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
又
は
療
養
病

床
若
し
く
は
一
般
病
床
に
係
る
病
室
の
病
床
数
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と

き
。 



 

五 

（
略
） 

五 

（
略
） 

８ 

前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
、
診
療
所
に
療
養
病

床
等
を
設
け
た
者
が
、
令
第
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
第
五
項
各
号
（
当
該
病
床
が
一
般
病

床
の
み
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
第
三
号
）
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

８ 

前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
、
診
療
所
に
療
養
病

床
又
は
一
般
病
床
を
設
け
た
者
が
、
令
第
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
都
道

府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
第
五
項
各
号
（
当
該
病

床
が
一
般
病
床
の
み
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
第
三
号
）
に
掲
げ
る
事
項

と
す
る
。 

９ 

第
七
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
、
療
養
病
床
等
の

病
床
数
又
は
療
養
病
床
等
に
係
る
病
室
の
病
床
数
を
変
更
し
た
者
が
、
令
第

四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

事
項
は
、
第
五
項
各
号
（
当
該
病
床
が
一
般
病
床
の
み
の
場
合
に
あ
つ
て
は

、
同
項
第
三
号
）
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

９ 

第
七
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
、
療
養
病
床
若
し

く
は
一
般
病
床
の
病
床
数
又
は
療
養
病
床
若
し
く
は
一
般
病
床
に
係
る
病
室

の
病
床
数
を
変
更
し
た
者
が
、
令
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県

知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
第
五
項
各
号
（
当
該
病
床
が

一
般
病
床
の
み
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
第
三
号
）
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。 

10
～
12 

（
略
） 

10
～
12 

（
略
） 

13 

法
第
七
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
条
件
は
、
法
第
三
十
条
の

四
第
十
項
の
政
令
で
定
め
る
事
情
が
な
く
な
つ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
又
は

同
条
第
十
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
病
床
に
お
い
て
当
該
病
床
に
係

る
業
務
が
行
わ
れ
な
く
な
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
許
可
に
係
る
病
院
又
は
診

療
所
の
所
在
地
を
含
む
地
域
（
当
該
許
可
に
係
る
病
床
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
特
例
許
可
病
床
」
と
い
う
。
）
が
療
養
病
床
等
の
み
で
あ
る
場
合
は

医
療
計
画
に
お
い
て
定
め
る
同
条
第
二
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
区
域
と
し

、
特
例
許
可
病
床
が
精
神
病
床
、
感
染
症
病
床
又
は
結
核
病
床
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
精
神
病
床
等
」
と
い
う
。
）
の
み
で
あ
る
場
合
は
当
該
都
道

府
県
の
区
域
と
し
、
特
例
許
可
病
床
が
療
養
病
床
等
及
び
精
神
病
床
等
で
あ

る
場
合
は
同
号
に
規
定
す
る
区
域
及
び
当
該
都
道
府
県
の
区
域
と
す
る
。
）

に
お
け
る
病
院
又
は
診
療
所
の
病
床
の
当
該
許
可
に
係
る
病
床
の
種
別
に
応

じ
た
数
（
特
例
許
可
病
床
が
療
養
病
床
等
の
み
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
地
域

に
お
け
る
療
養
病
床
及
び
一
般
病
床
の
数
）
の
う
ち
、
同
条
第
八
項
の
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
医
療
計
画
に
お
い
て
定
め
る
そ
の
地
域
の

当
該
許
可
に
係
る
病
床
の
種
別
に
応
じ
た
基
準
病
床
数
（
特
例
許
可
病
床
が

療
養
病
床
等
の
み
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
地
域
に
お
け
る
療
養
病
床
及
び
一

（
新
設
） 



 

般
病
床
に
係
る
基
準
病
床
数
）
を
超
え
て
い
る
病
床
数
の
範
囲
内
で
特
例
許

可
病
床
の
数
を
削
減
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
許
可
の
変
更
の
た
め
の
措
置

を
と
る
こ
と
と
す
る
。 

 
 



 

（
検
疫
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

検
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
） 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
） 

第
一
条
の
三 

検
疫
所
長
（
検
疫
所
の
支
所
又
は
出
張
所
の
長
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
以
下
「
通
報
等
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
厚
生
労
働
省
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
、
通
報
等
を
行
お
う
と
す

る
者
の
使
用
に
係
る
入
出
力
装
置
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情

報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
一
条
の
三 

検
疫
所
長
（
検
疫
所
の
支
所
又
は
出
張
所
の
長
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
以
下
「
通
報
等
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
厚
生
労
働
省
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
、
通
報
等
を
行
お
う
と
す

る
者
の
使
用
に
係
る
入
出
力
装
置
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情

報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

三 

法
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に

掲
げ
る
書
類
又
は
同
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
の
写
し

の
提
出 

三 

法
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
の
提
出 

四 

（
略
） 

四 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 

（
指
示
） 

 

第
四
条
の
四 

検
疫
所
長
は
、
法
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
示

す
る
場
合
に
は
、
書
面
そ
の
他
の
検
疫
所
長
が
適
当
と
認
め
る
方
法
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
書
面
そ
の
他
の
検
疫
所
長
が
適
当
と
認

め
る
方
法
に
よ
ら
ず
指
示
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
新
設
） 

 
 



 

（
墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 



 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

第
一
条 

墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
四
十
八
号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
町
村
長
（

特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
埋
葬
又
は
火
葬
の
許
可
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
、
同
条
第
二
項
に
規

定
す
る
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
三 

（
略
） 

第
一
条 

墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
四
十
八
号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
町
村
長
（

特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
埋
葬
又
は
火
葬
の
許
可
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
、
同
条
第
二
項
に
規

定
す
る
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
三 

（
略
） 

四 

死
因
（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で

及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
感
染
症
、
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
感
染
症
の

う
ち
同
法
第
四
十
四
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
に
よ
り
当
該
感
染

症
に
つ
い
て
同
法
第
三
十
条
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
も
の
並
び
に
同
法
第

六
条
第
九
項
に
規
定
す
る
感
染
症
、
そ
の
他
の
別
） 

四 

死
因
（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で

及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
感
染
症
、
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
感
染
症
の

う
ち
同
法
第
七
条
に
規
定
す
る
政
令
に
よ
り
当
該
感
染
症
に
つ
い
て
同
法

第
三
十
条
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
も
の
並
び
に
同
法
第
六
条
第
九
項
に
規

定
す
る
感
染
症
、
そ
の
他
の
別
） 

五
～
八 

（
略
） 

五
～
八 

（
略
） 

 
 



 

（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 

健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

（
令
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す

る
給
付
） 

第
九
十
八
条 

令
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医

療
に
関
す
る
給
付
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
六
条
第
一
項

第
一
号
又
は
第
二
項
第
一
号
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置

法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
二
十
八
条
第
五
項
か
ら
第
七

項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
医
療
費
の
支
給 

 

三
～
十
一 

（
略
） 

（
令
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す

る
給
付
） 

第
九
十
八
条 

令
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医

療
に
関
す
る
給
付
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
六
条
第
一
項

第
一
号
又
は
第
二
項
第
一
号
（
同
法
附
則
第
七
条
第
二
項
及
び
新
型
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）

第
二
十
八
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
）
の
医
療
費
の
支
給 

三
～
十
一 

（
略
） 

 
 



 

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
八
条 

船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

（
令
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給

付
） 

第
八
十
六
条 

令
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に

関
す
る
給
付
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
六
条
第
一
項

第
一
号
又
は
第
二
項
第
一
号
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置

法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
二
十
八
条
第
五
項
か
ら
第
七

項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
医
療
費
の
支
給 

 

三
～
十
二 

（
略
） 

（
令
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給

付
） 

第
八
十
六
条 

令
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に

関
す
る
給
付
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
六
条
第
一
項

第
一
号
又
は
第
二
項
第
一
号
（
同
法
附
則
第
七
条
第
二
項
及
び
新
型
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）

第
二
十
八
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
）
の
医
療
費
の
支
給 

三
～
十
二 

（
略
） 

 
 



 

（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
九
条 

国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

（
法
第
九
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
） 

第
五
条
の
五 

法
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療

に
関
す
る
給
付
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
六
条
第
一
項

第
一
号
又
は
第
二
項
第
一
号
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置

法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
二
十
八
条
第
五
項
か
ら
第
七

項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
第
二
十
七
条
の
十
二

第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
医
療
費
の
支
給 

 

三
～
十
二 

（
略
） 

（
法
第
九
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
） 

第
五
条
の
五 

法
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療

に
関
す
る
給
付
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
六
条
第
一
項

第
一
号
又
は
第
二
項
第
一
号
（
同
法
附
則
第
七
条
第
二
項
及
び
新
型
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）

第
二
十
八
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
第
二
十
七
条
の
十
二
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
医
療
費
の

支
給 

三
～
十
二 

（
略
） 

 
 



 

（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
十
条 

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
一
年

労
働
省
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

附 

則 

 

１
～
３ 
（
略
） 

４ 

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
五
条

及
び
第
六
条
に
規
定
す
る
業
務
（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対

す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第 

 

九
十
六
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
四

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
予
防
接

種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
厚
生
労
働
大
臣
の
指
示
に
基
づ
く
予
防
接
種

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
労
働
者
派
遣
に
つ
い
て
令
第
二
条
第
一
項

の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
も
の
は
、
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
予
防
接
種
法

第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
期
日
又
は
期
間

（
改
正
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
第
五
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
予
防
接
種
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
も
の

と
み
な
さ
れ
た
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
予
防
接
種
法
附
則
第
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
期
日
又
は
期
間
を
含
む
。
）
に
限
り
、
当
該
予
防

接
種
を
行
う
病
院
又
は
診
療
所
と
す
る
。 

附 

則 

 

１
～
３ 

（
略
） 

４ 

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
五
条

及
び
第
六
条
に
規
定
す
る
業
務
（
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六

十
八
号
）
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
労
働
者
派
遣
に
つ
い
て
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、

第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
予
防
接
種
法
附
則
第
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
期
日
又
は
期
間
に
限
り
、
当

該
予
防
接
種
を
行
う
病
院
又
は
診
療
所
と
す
る
。 

  

５ 

（
略
） 

５ 

（
略
） 

 
 



 

（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
十
一
条 

介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

（
令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
給

付
） 

第
八
十
三
条
の
二 

令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
給
付
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
六
条
第
一
項

第
一
号
又
は
第
二
項
第
一
号
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置

法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
二
十
八
条
第
五
項
か
ら
第
七

項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
第
九
十
八
条
第
一
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
医
療
費
の
支
給 

二
～
七 

（
略
） 

（
令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
給

付
） 

第
八
十
三
条
の
二 

令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
給
付
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
六
条
第
一
項

第
一
号
又
は
第
二
項
第
一
号
（
同
法
附
則
第
七
条
第
二
項
及
び
新
型
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）

第
二
十
八
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
第
九
十
八
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
医
療
費
の
支
給 

二
～
七 

（
略
） 

 
 



 

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
十
二
条 

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

（
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付

） 

第
十
三
条 

法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す

る
給
付
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
六
条
第
一
項

第
一
号
又
は
第
二
項
第
一
号
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置

法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
二
十
八
条
第
五
項
か
ら
第
七

項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
第
六
十
一
条
第
一
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
医
療
費
の
支
給 

二
～
十 

（
略
） 

（
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付

） 

第
十
三
条 

法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す

る
給
付
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
六
条
第
一
項

第
一
号
又
は
第
二
項
第
一
号
（
同
法
附
則
第
七
条
第
二
項
及
び
新
型
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）

第
二
十
八
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
第
六
十
一
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
医
療
費
の
支
給 

二
～
十 

（
略
） 

 
 



 

（
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
律
又
は
政
令
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
の
際
に
携
帯
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書

の
様
式
の
特
例
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
） 

第
十
三
条 
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
律
又
は
政
令
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
の
際
に
携
帯
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す

証
明
書
の
様
式
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
令
和
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 



 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
律
又
は
政
令
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
（
都
道

府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
）
が
行
う
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
際
に
職
員
が
携
帯
す
る
そ
の
身
分

を
示
す
証
明
書
及
び
狂
犬
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
四
十
七
号

）
第
三
条
第
二
項
（
同
法
第
六
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
に
基
づ
き
同
法
第
三
条
第
一
項
の
狂
犬
病
予
防
員
（
同
法
第
六
条
第
六
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
二
項
の
捕
獲
人
）
が
携
帯
す
る

証
票
は
、
他
の
法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
記
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
律
又
は
政
令
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
（
都
道

府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
）
が
行
う
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
際
に
職
員
が
携
帯
す
る
そ
の
身
分

を
示
す
証
明
書
及
び
狂
犬
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
四
十
七
号

）
第
三
条
第
二
項
（
同
法
第
六
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
に
基
づ
き
同
法
第
三
条
第
一
項
の
狂
犬
病
予
防
員
（
同
法
第
六
条
第
六
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
二
項
の
捕
獲
人
）
が
携
帯
す
る

証
票
は
、
他
の
法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
記
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。 

一
～
四
十
一 

（
略
） 

一
～
四
十
一 

（
略
） 

四
十
二 

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
十
七
項
（

こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
四
十
四
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
同
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
政
令
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
五
条
の
二
第
一
項

（
同
法
第
四
十
四
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
及
び
同
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
お
い

て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
（

こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
四
十
四
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
同
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
政
令
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
五
条
第
一
項
（

同
法
第
四
十
四
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
、
同
法
第
三
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
、
同
法
第

四
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合

及
び
同
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
お
い
て
適
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
条
第
一
項
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府

県
知
事
が
当
該
職
員
に
同
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
を
実

四
十
二 

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
十
七
項
（

こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
及
び
同
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に

お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
五
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
同
法

第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
十
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び

同
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
お
い
て
適
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
五
条
第
一
項
（
同
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
く
政
令
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
、
同
法
第
三
十
五
条
第
五
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
、
同
法
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

政
令
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
及
び
同
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
く
政
令
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
条
第
一
項

（
同
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
当
該
職
員
に
同
法
第
三
十
五
条

第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
を
実
施
さ
せ
る
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
第
五



 

施
さ
せ
る
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
第
五
十
条
第
十
項 

十
条
第
十
項 

四
十
三
～
五
十
一 

（
略
） 

四
十
三
～
五
十
一 

（
略
） 

 
 



 

附 

則 

 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
省
令
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下

こ
の
項
及
び
附
則
第
五
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
九
条
の
六
第

二
項
の
改
正
規
定
及
び
第
五
条
の
規
定
は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り

使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。 

３ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

４ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中

華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の
に
限



 

る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
予
防
接
種
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
予
防
接
種
法
施
行
規

則
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
旧
予
防
接
種
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
の
附
則
（
第
十
四
条
か
ら
第
十
六
条
ま

で
の
規
定
を
除
く
。
）
の
規
定
及
び
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
予
防
接
種
実
施
規
則
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧

予
防
接
種
実
施
規
則
」
と
い
う
。
）
の
附
則
（
第
一
条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
規
定
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
予
防
接
種
法
施
行
規
則
附
則
第
十
七
条
中
「
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
」
と
あ
る
の
は
「
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
九
十
六
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法

第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
予
防
接
種
と
み
な
さ
れ
た
改
正
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
（
以
下
「

旧
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
に
使
用
す
る
」
と
、
同
附
則
第
十
八
条
中
「
法
附
則
第

七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
（
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
七
条
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
」
と

あ
る
の
は
「
改
正
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
予
防
接
種
と
み
な

さ
れ
た
旧
法
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
に
つ
い
て
は
」
と
、
「
同
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」

と
、
同
附
則
第
十
八
条
の
二
中
「
法
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
法
附
則
第
十
四



 

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
予
防
接
種
と
み
な
さ
れ
た
旧
法
附
則
第
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
」
と
、
「
第
四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
第
二
項
」
と
、
同
附
則
第
十
九
条
中
「
法
附

則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
行
わ
れ
た
予
防
接
種
と
み
な
し
て
」
と
、
旧
予
防
接
種
実
施
規
則
附
則
第
六
条
中
「
法
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
法
（
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
七
条
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す

る
医
療
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
九
十
六
号
）
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
予
防
接
種
と
み
な
し
て
法
」
と
す
る
。 

５ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
予
防
接
種
法
施
行
規
則
附
則
第
十
八
条
の
二
の
規
定
は

、
改
正
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
改
正
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
予
防
接
種
法
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
予
防
接
種
に
相
当
す
る
予
防
接
種
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
予
防
接
種
法
施
行
規
則
附
則
第
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
を
行
っ
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
に
相

当
す
る
予
防
接
種
を
受
け
た
者
又
は
当
該
予
防
接
種
を
行
っ
た
者
か
ら
当
該
予
防
接
種
に
関
す
る
証
明
書
の
提
出
を
受
け
た



 

者
又
は
そ
の
内
容
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
の
提
供
を
受
け
た
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 


